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https://sugiyama-office.p-kit.com/ 

事 務 所 だ よ り  

 
 

令和元年６月号 

 

 の提出時期となりました！ 

 

労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届の提出期限が平成 21 年度より同じ時期（7 月 10 日）となり、 

今年で 10 年が経ちます。 総務担当者のみなさまも私たち社会保険労務士も忙しい時期となりました。 

令和元年度労働保険の年度更新期間について 

令和元年度労働保険の年度更新期間は令和元年

６月３日（月）～７月１０日（水）です。 

（申告書は５月末頃に到着する予定です。） 

申告期日が近づきますと、窓口が大変混雑致し

ますので、申告・納付は早めにされることをお

勧めします。また、弊所に委託されている顧問

先さまには必要書類のご提出をよろしくお願い

します。 

雇用保険制度の改正により、平成２９年１月１日

以降、６５歳以上の労働者についても、「 高年齢. 

被保険者」として雇用保険の適用の対象となりま

した。ただし、雇用保険料の徴収は令和元年度ま

では免除となります。 

社会保険算定基礎届（提出期限７月１日～７月 1 ０日） 

 標準報酬月額は、毎月の社会保険料を計算するため、また年金や健康保険の給付を計算するための基礎と

なる報酬額をいいます。標準報酬月額は、毎月の給与ごとに変更するのは事務手続きが煩雑になるので、原

則として毎年 1 回「定時改定」で変更されることになっています。この手続きが、「算定基礎届」の提出です。  

算定基礎届の対象者は 7月 1日現在の全ての被保険者です。ただし、①6月 1日以降に被保険者の資格を取

得した人②6 月 30 日以前に退職した人③7 月改定の月額変更届を提出する人に該当する方は提出が不要で

す。なお、大幅な昇給や降給により固定的賃金が変動した場合には、月額変更届を提出することとなっていま

す。算定基礎届は、毎年７月１０日までに、所轄年金事務所（健康保険組合に加入している場合には健康保険

組合にも）に提出する必要があります。 《手続きの流れ》 

４月、５月、６月 

 

７月（原則 10 日まで） 

 

１０月 

3 カ月分（注１）の給与の平均値を算出 算定基礎届を提出 
変更後の社会保険料 

を給与から控除 
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電子マネーで賃金の支払い解禁へ （朝日新聞より） 

厚生労働省は、現在現金と口座振込でしか認めていない労働者への賃金支払い手段として、新たにスマート

フォンのアプリなどを使った電子マネーを解禁する方針を決めました。今まで電子マネー等で給料が支払え

なかったのは、労働基準法に規制があるためです。 労働基準法２４条１項では、「賃金は、通貨で、直接労

働者に、その全額を支払わなければならない。」と定められています。「通貨で」支払うとされていますが、

これは日本で強制通用力のある貨幣・紙幣で支払わなければならないことになっています。そのため、原則

は、給料は現金で支払わなければなりません。例外として、この２４条１項但し書きでは、「法令若しくは

労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令

で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い」ができるとされています。 この例外として、

労働基準法施行規則７条の２に、色々な例外が記載されております。一例として、労働者の同意があれば、

銀行預金口座への振り込みで給料を支払う方法が認められています。 

このように、労働基準法がありますので、原則は現金払いで、例外的に振り込みなどが認められていること

になります。この例外に、電子マネー等での支払いが認められそうです。 

ただし、今のところ、電子マネー払いといっても、企業が指定したカードや決済アプリケーションに給料を

入金する仕組みで、かつ入金された給料をＡＴＭなどで月１回以上、手数料なしで現金にて引き出せること

が条件になるようです。 

ここまでになりますと、給料振り込みとはあまり変わらないかもしれませんが、預金口座を

持ちにくい外国人労働者などにとっては重宝されるかもしれません。 

日本では、まだまだキャッシュレス化が進んでいるとは言いにくいとは思われますが、電子

マネー払いの方が便利になる社会になれば、給料の電子マネー払いが広がるかもしれません。 

お遍路にて～第 149回～ 

  

熊本市の東部に、託麻三山と呼ばれる神園山、小山山、戸島山とい

う標高、というのもおこがましい位の小高い山があります。 

 その麓に暮らす人々が、四国巡礼の信仰心から、大正時代頃からお

のおの自宅敷地内に祠に札所を祀って、託麻八十八カ所として巡礼を

行っていたということです。近年、その札所を再興して毎年４月にウ

ォーキング会として実施されています。 

 今年は、４月６日に開催され、２度目の参加をいたしました。 

お遍路は良いですね、行きたいのだけど。廻るなら元気なうちが良

いですよ。休みが取れれば行きたいのだけど、ねぇ～。こんなやり取

りで結局踏み出せない方々がいましたので、５月の長い連休を使い、

その気にさせてしまいました。 

先達の責任として、先に疲れたなど口に出せませんので、２年近く

ブランクがありしかも体力の衰えを実感し始めた今回から事前に訓練

を始めました。 

ほとんど運動していない方でも、２０ｋｍ位は何とか頑張れますが、

それを超えると急に疲れを感じてきます。お遍路では、通常２５ｋｍ

前後歩きますし、しかも札所はほとんどが山の上にありますので登り下りが有ります。 

効果的な事前の訓練法は、毎日１０ｋｍを歩くのでなく、週に２回～３回３０ｋｍ位の負

荷のある距離を歩くこと、加えて５階以上の階段の上り下りが良いそうです。 

そうとは知らずに、私がとったことは、足慣らし程度のものでした。それは、事務所近く

に転居したのを機に、往復とまではいかないのですが、帰り４ｋ弱を出来るだけ歩くこと。 

そして、納経の予行演習も兼ねた託麻八十八カ所ウォーキングへの参加でした。 


